
小
特
集

六
角
氏
式
目
と
永
源
寺
文
書
の
研
究

㈡

地
域
社
会
に
お
け
る
兄
妹
扶
持
の
様
相

︱
︱

永
和
三
年
二
月
二
十
九
日

円
印
寄
進
状
の
分
析
を
通
し
て

羽

成

祥

子

は
じ
め
に

永
源
寺
文
書
に
は
︑
寄
進
状
や
売
券
な
ど
多
く
の
土
地
処
分
文
書
が
残
さ
れ
て

お
り
︑
永
源
寺
や
そ
の
塔
頭
を
宛
所
と
し
て
寄
進
・
売
却
さ
れ
た
も
の
が
多
数
確

認
で
き
る
︒
そ
の
う
ち
︑
兄
と
妹
が
同
一
の
史
料
中
に
現
れ
る
事
例
が
存
在
す

る
︒
そ
れ
が
︑
永
和
三
年
︵
一
三
七
七
︶
二
月
二
十
九
日
円
印
寄
進
状
︵
以
下
︑

﹁
円
印
寄
進
状
﹂︶
で
あ
る
︒
中
世
土
地
処
分
文
書
に
お
い
て
は
︑
女
性
や
庶
子
を

含
む
非
嫡
系
親
族
の
動
向
が
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き
た(

)

が
︑
兄
妹
関
係
に
着
目

1

し
た
分
析
は
な
お
限
ら
れ
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
兄
妹
双
方
が
同
一
文
書
中
に
登

場
し
︑
扶
持
や
土
地
管
領
に
関
わ
る
具
体
的
記
述
を
伴
う
事
例
は
極
め
て
少
数
で

あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
を
題
材
と
し
︑
当
該
文
書
に
お
い
て
読
み

取
れ
る
兄
妹
関
係
の
諸
相
を
手
が
か
り
に
︑
中
世
地
域
社
会
に
お
け
る
血
縁
扶
持

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
︒

一

文
書
の
基
礎
情
報

｢円
印
寄
進
状
﹂
は
永
源
寺
文
書
の
函
二
二
二
に
納
め
ら
れ
︑
本
文
書
の
翻
刻

は
﹃
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
﹄
︵
以
下
﹃
報
告
書
』

(

)

︶
に
掲
載
さ

2

れ
て
い
る
︒
次
に
本
文
書
の
全
文
と
影
印
︵
写
真
１
︶
を
載
せ
︑
そ
の
後
に
﹃
報

告
書
﹄
と
比
較
し
た
際
の
校
異
を
記
す
︵
永
源
寺
文
書
︑
函
二
二
二
・
二
︑
以
下
︑

史
料
中
の
返
り
点
︑
傍
線
は
筆
者
加
筆
︶
︒

奉
二

寄
進
一

︑
永
源
寺
塔
頭
料
足
事
︑

一
所

弐
反

公
役
一
石
四
斗
弁

定
得
分
一
石

無
二

公
事
一

︑
四
至
界
ハ
本
文
書
ニ
見
タ
リ
︑

一
所

三
百
歩

屋
敷

公
役
五
斗
七
升
三￮

合

五
勺
一
才

定
得
分
六
斗

四
至
界
ハ
本
券
ニ
見
タ
リ
︑

本
文
書
数
通
ヲ
相
副
フ
︑

右
︑
件
田
畠
ハ
︑
円
印
重
代
相
伝
私
領
也
︑

雖
レ

然
開
山
円
応
禅
師
依
レ￮

為

二 Ⓑ

師
匠
一

︑
限
二

永
代
一

奉
二

寄
進
一

者
也
︑
但
守
友
大Ⓐ

師
一
期
之
間
ハ
可
下

令
二

管
領
一

給
上

也
︑
彼
比
丘
尼
ハ

依
レ

為
レ

妹

一
期
之
間
可
レ

令
二

扶
持
一

候
︑
其
後
不
レ

可
レ￮

有

二

他

之
妨
一

︑
塔
頭
ニ
御
管
領
候
へ
く
候
︑
仍
為
二

後
日
一

寄
進
之
状
如
レ

件
︑

永
和
三
年
丁
巳
二
月
廿
九
日

円
印
︵
花
押
︶

純
公
庵
主
禅Ⓒ

師

地
域
社
会
に
お
け
る
兄
妹
扶
持
の
様
相

︱
︱

永
和
三
年
二
月
二
十
九
日

円
印
寄
進
状
の
分
析
を
通
し
て

三
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○
校
異

Ⓐ
師
⁝
﹃
報
告
書
﹄
で
は
﹁
師
﹂
と
翻
刻
し
︑﹁
守
友
大
師
﹂
と
し
て
い
る
︒

写
真
１
を
参
照
し
て
も
︑
本
文
傍
線
Ⓑ
Ⓒ
で
示
し
た
﹁
師
﹂
と
同
一
文
字
と
判

断
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
Ⓐ
は
﹁
師
﹂
の
く
ず
し
字
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
守
友

大
師
﹂
と
読
む
と
し
て
も
︑
こ
の
人
物
が
男
性
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒﹁
彼

比
丘
尼
ハ

依
レ

為
レ

妹
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
守
友
大
師
﹂
は
円
印
の
妹
に
あ

た
る
女
性
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
﹁
守
友
大
姉
﹂
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︒
よ
っ

て
︑
こ
こ
で
の
﹁
師
﹂
は
﹁
姉
﹂
の
当
て
字
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
︒

ま
ず
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂の
内
容
で
あ
る
が
︑本
文
書
で
は
︑円
印
が
自
身
の
所
有

地
で
あ
る
田
畠
二
カ
所
を
純
公
庵
主
禅
師
に
寄
進
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
本

文
に
現
れ
る﹁
開
山
円
応
禅
師
﹂は
寂
室
元
光
で
あ
り
︑﹁
開
山
円
応
禅
師
依
レ￮

為

二

師
匠
一

﹂
と
い
う
記
述
か
ら
︑
寄
進
者
の
円
印
は
寂
室
元
光
の
弟
子
で
あ
る
と
判

明
す
る
︒
ま
た
︑﹃
永
源
寺
町
史
﹄
︵
以
下
﹃
町
史
﹄︶
が
︑﹃
瑞
石
歴
代
雑
記
﹄
永

和
三
年
条
の
﹁
一
渓
純
庵
主
曽
開
二

創
考
槃
庵
一

︑
而
為
二

開
山
塔
庵
一

也
︑
弥
天

録
有
二

永
源
寺
開
山
塔
考
槃
本
尊
無
量
寿
仏
安
座
拈
香
法
語
一

﹂
と
い
う
記
述(

)

か
3

ら
︑
宛
所
の
純
公
庵
主
禅
師
を
考
槃
庵
主
の
一
渓
純
で
あ
る
と
比
定
し
て
い
る(

)

︒
4

考
槃
庵
と
は
︑
も
と
は
開
山
寂
室
元
光
の
塔
頭
で
︑
永
和
三
年
︵
一
三
七
七
︶
開

創
当
初
の
名
称
で
あ
る
︒
こ
の
名
称
は
︑
後
の
応
永
二
十
二
年
︵
一
四
一
五
︶
に

足
利
義
持
が
永
源
寺
を
訪
れ
た
際
に
含
空
院
と
改
め
ら
れ
る(

)

︒
以
上
を
踏
ま
え
る

5

と
︑
寂
室
元
光
の
弟
子
円
印
が
︑
永
源
寺
塔
頭
で
あ
る
考
槃
庵
の
経
営
費
用
と
し

て
︑
円
印
自
身
の
所
有
地
を
考
槃
庵
主
の
一
渓
純
に
寄
進
し
た
と
解
釈
で
き
る
︒

加
え
て
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
に
は
︑
考
槃
庵
へ
の
土
地
の
寄
進
に
際
し
て
︑
寄

進
地
の
管
領
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
守
友
大
姉
一
期
の
間
は
︑

守
友
大
姉
に
寄
進
地
を
管
領
さ
せ
な
さ
る
の
が
適
当
で
あ
る
︒
か
の
比
丘
尼
︵
守

友
大
姉
︶
は
私
円
印
の
妹
で
あ
る
た
め
︑
比
丘
尼
一
期
の
間
は
私
に
妹
の
扶
持
を 四
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続
け
さ
せ
て
ほ
し
い
︒
比
丘
尼
の
死
後
は
︑
他
の
妨
げ
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
︑
塔

頭
に
御
管
領
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
記
述
か

ら
︑
守
友
大
姉
の
存
命
中
は
彼
女
が
寄
進
地
を
管
領
す
る
旨
︑
さ
ら
に
は
︑
守
友

大
姉
は
円
印
の
妹
で
あ
る
と
い
う
兄
妹
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
寄
進
状
の
な
か
で
︑
守
友
大
姉
が
円
印
の
妹
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
︑
妹
守
友
大
姉
が
兄
円
印
か
ら
扶
持
さ
れ
る
と
明
記
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
︒

中
世
に
お
け
る
庶
子
や
女
性
相
続
は
︑
武
家
社
会
で
は
鎌
倉
後
期
に
︑
家
領
の

減
少
を
防
ぐ
目
的
で
分
割
相
続
か
ら
嫡
子
単
独
相
続
へ
移
行
す
る
︒
そ
の
移
行
過

程
で
女
子
の
所
領
を
制
限
す
る
女
子
一
期
分
が
現
れ
︑
単
独
相
続
移
行
後
は
惣
領

が
庶
子
や
女
子
を
扶
持
す
る
こ
と
が
す
で
に
数
々
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き

た(

)

︒
そ
の
一
方
で
︑
地
域
社
会
の
人
々
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ

6れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
従
来
の
研
究
に
お
い
て
︑
一
期
分
に
つ
い
て
は
女
子
相
続
の

面
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
が
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
に
お
い
て
は
︑
兄
妹
︵
血
縁
関

係
者
︶
間
で
扶
持
す
る
際
に
一
期
分
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
で

は
︑
地
域
社
会
に
お
い
て
︑
妹
は
嫡
子
で
あ
る
兄
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
な
ぜ
土
地
取
得
者
で
あ
る
純
公
庵
主
禅
師
が
寄

進
地
を
一
貫
し
て
管
領
す
る
の
で
は
な
く
︑
守
友
大
姉
一
期
の
間
は
彼
女
が
寄
進

地
を
管
領
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
疑
問
点
に
つ
い
て
︑
宛
所
で
あ
る
寺
院

と
︑
寄
進
者
で
あ
る
円
印
と
の
関
係
性
か
ら
考
察
を
加
え
る
︒

た
だ
︑
女
性
が
現
れ
る
土
地
処
分
文
書
は
︑
圧
倒
的
に
女
子
や
後
家
に
関
す
る

相
続
内
容
に
関
す
る
も
の
が
多
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
史
料
中
に
﹁
妹
﹂
が
現
れ
る

例
は
少
数
で
あ
る
た
め
︑
相
続
順
位
な
ど
の
詳
細
な
考
察
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
こ

で
本
稿
で
は
︑
同
じ
近
江
国
の
大
原
観
音
寺
文
書
で
﹁
妹
﹂
が
現
れ
る
売
券
と
の

比
較
を
行
う
こ
と
で
︑
右
に
示
し
た
問
い
を
検
討
す
る
︒

二

円
印
と
考
槃
庵
の
関
係

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
で
︑
円
印
は
純
公
庵
主
禅
師

︵
考
槃
庵
主
︶
に
田
畠
を
寄
進
し
て
い
る
︒
で
は
︑
円
印
と
考
槃
庵
は
ど
の
よ
う
な

関
係
だ
ろ
う
か
︒
永
源
寺
文
書
で
円
印
が
確
認
で
き
る
史
料
は
︑
他
に
︻
史
料

一
︼
︵
写
真
２
︶
と
︻
史
料
二
︼
︵
写
真
３
︶
が
あ
る
︒

︻
史
料
一
︼
霊
仲
禅
英
寄
進
状
土
代(

)
7

奉
二

寄
進
一

︑
永
源
開
山
和
尚
御
影
長
燈
料
足
事

定
得
分
一
石
一
斗

一
所
壱
反
小

近
江
国
蒲
生
下
郡
篠
田
庄
内
勧
学
院
領

也
︑
四
至
界
ハ
本
券
ニ
見
タ
リ
︑
円
印
ヨ
リ
カ
ウ
︑

定
得
分
一
斗

一
所
三
十
六
歩
冨
永
立
木
定
︑
四
至
界
ハ
本
文
書
ニ
見
タ
リ
︑

円
印
上
人
ヨ
リ
カ
ウ
︑

定
得
分
一
斗
三
升

一
所
三
十
六
歩
篠
田
冨
永
保
︑
四
至
界
ハ
本
券
ニ

見
タ
リ
︑
円
印
上
人
ヨ
リ
塔
頭
エ
カ
ワ
ル
ヽ
ヲ
禅
英
又
塔
頭
ヨ
リ
カ
ウ
︑

定
得
分

〻

□七

〻

□斗

〻

□

〻

□(升
)

一
所
壱
反
半

蒲
生
郡
市
原
庄
内
︑
字
大
深
︑
四
至
界
ハ
売
券
ニ
見
タ
リ
︑

市
原
ノ
中
村
左
衛
門
二
郎
カ
ウ
リ
︑
類
地
ニ
ヨ
リ
テ
本
文
書
ヲ
ソ
エ
ス
︑

右
︑
件
得
分
已
上
弐
石
三
升
︑
永
源
寺
開
山
和
尚
卵
塔
前
長
燈
料
足
︑
限
二

永
代
一

奉
二

寄
進
一

者
也
︑
至
二

未
来
際
一

無
二

懈
怠
一

被
レ

点
二

長
燈
一

可
レ

有
二

勤

行
一

候
︑
仍
為
二

後
日
一

寄
進
之
状
如
レ

件
︑

永
和
四
年
戊
午
二
月
廿
九
日

禅
英
︵
花
押
影
︶

〻
〻

純
老
庵
主

考

槃

庵

主

禅
師

︻
史
料
二
︼
霊
仲
禅
英
寄
進
状(

)
8

奉
二

寄
進
一

︑
永
源
開
山
和
尚
御
影
長
燈
料
足
事
︑

定
得
分
一
石
一
斗

一
所
壱
反
小

近
江
国
蒲
生
下
郡
篠
田
庄
内
勧
学
院
領

也
︑
四
至
界
ハ
本
券
ニ
見
タ
リ
︑
円
印
ヨ
リ
カ
ウ
︑

地
域
社
会
に
お
け
る
兄
妹
扶
持
の
様
相

︱
︱

永
和
三
年
二
月
二
十
九
日

円
印
寄
進
状
の
分
析
を
通
し
て

五
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定
得
分
一
斗

一
所
三
十
六
歩
冨
永
立
木
定
︑
四
至
界
ハ
本
文
書
ニ
見
タ
リ
︑

円
印
上
人
ヨ
リ
カ
ウ
︑

定
得
分
一
斗
三
升

一
所
三
十
六
歩
篠
田
冨
永
保
︑
四
至
界
ハ
本
券
ニ
見
タ
リ
︑

円
印
上
人
ヨ
リ
塔
頭
エ
カ
ワ
ル
ヽ
ヲ
禅
英
又
塔
頭
ヨ
リ
カ
ウ
︑

定
得
分
六
斗
六
升

一
所

大

愛
智
郡
小
椋
庄
内
中
郷

売
主
介
五
郎
︑
四
至
界
ハ
売
券
ニ
見
タ
リ
︑

右
︑
件
得
分
已
上
壱
石
玖
斗
九
升
︑
永
源
寺
開
山
和
尚
卵
塔
前
長
燈
料
足
︑

限
二

永
代
一

奉
二

寄
進
一

者
也
︑
至
二

未
来
際
一

無
二

懈
怠
一

被
レ

点
二

長
燈
一

可

レ

有
二

勤
行
一

候
︑
仍
為
二

後
日
一

寄
進
之
状
如
レ

件
︑

永
和
四
年
戊
午
二
月
廿
九
日

禅
英
︵
花
押
︶

考
槃
庵
主
禅
師

【史
料
一
︼
と
︻
史
料
二
︼
は
い
ず
れ
も
︑
永
源
寺
第
四
世
霊
仲
禅
英
が
永
源

寺
開
山
和
尚
御
影
長
燈
料
足
と
し
て
四
カ
所
の
得
分
を
考
槃
庵
主
に
寄
進
す
る
旨

を
記
し
た
文
書
で
あ
る
︒﹃
町
史
﹄
に
よ
れ
ば
︑
永
源
寺
開
山
和
尚
御
影
長
燈
料

足
と
は
寂
室
元
光
の
墓
前
に
灯
す
油
代
を
指
す(

)

︒
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
か
ら
︑
霊

9

仲
禅
英
が
円
印
よ
り
︑
近
江
国
蒲
生
下
郡
篠
田
庄
内
勧
学
院
領
︑
冨
永
立
木
定(

)

︑
10

篠
田
冨
永
保
を
買
得
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

円
印
よ
り
買
得
し
た
土
地
の
所
在
で
あ
る
が
︑
篠
田
庄
内
勧
学
院
領
は
︑
現
近

江
八
幡
市
中
小
森
町
付
近
に
比
定
さ
れ
る
勧
学
院
領
荘
園
で
あ
る(

)

︒
ま
た
︑
冨
永

11

立
木
定
に
つ
い
て
は
︑
現
坂
田
郡
に
位
置
す
る
天
野
川
下
流
の
南
岸
か
ら
梅
ヶ
原

山
西
麓
地
域
に
存
在
し
た
延
暦
寺
領
庄
園
で
︑
こ
こ
に
は
冨
永
保
・
冨
永
新
保
が

存
在
し
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
冨
永
立
木
定
も
同
じ
地
域
に
比
定
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
︻
史
料
一
︼
と
︻
史
料
二
︼
か
ら
︑
円
印
は
こ
れ
ら
の
地
域
に
所
有
し
て
い

た
土
地
を
︑
禅
英
に
売
却
し
た
こ
と
が
判
明
す
る(

)

︒
さ
ら
に
︑︻
史
料
一
︼︻
史
料

12

二
︼
の
傍
線
部
か
ら
︑
篠
田
冨
永
保
に
つ
い
て
は
︑
土
地
の
所
有
権
が
円
印
↓
塔

頭(

)

↓
禅
英
へ
と
移
動
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
︒

13

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
円
印
と
考
槃
庵
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
︒
円
印
は
寂
室
元
光
の
弟
子
で
︑
永
源
寺
関
係
の
僧
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
彼
は
近
江
国
内
の
複
数
の
地
域
に
土
地
を
所
有
し
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
で
は

宛
所
を
純
公
庵
主
禅
師
︵
一
渓
純
︶
に
し
て
直
接
的
に
︑︻
史
料
一
︼︻
史
料
二
︼

で
は
禅
英
な
ど
を
介
し
て
間
接
的
に
︑
考
槃
庵
に
所
有
地
を
寄
進
し
て
い
た
︒
つ

ま
り
︑
円
印
は
︑
永
源
寺
開
山
寂
室
元
光
の
弟
子
と
し
て
塔
頭
考
槃
庵
の
得
分
集

積
の
一
助
と
な
っ
た
人
物
の
ひ
と
り
で
︑
こ
の
﹁
円
印
寄
進
状
﹂
は
︑
そ
の
寺
領

拡
大
へ
の
貢
献
を
示
す
史
料
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

三

近
江
大
原
観
音
寺
文
書
に
お
け
る
兄
と
妹

｢円
印
寄
進
状
﹂
の
よ
う
に
︑
兄
と
妹
が
土
地
処
分
文
書
に
現
れ
る
事
例
と
し

て
︑
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
の
売
券
が
あ
る
︒
両
文
書
に
は
ど
の
よ
う
な
接
点
や

相
違
点
が
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
︒
次
に
そ
の
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
の
事
例
を

挙
げ
る
︒

︻
史
料
三
︼
い
ち
あ
け
女
田
地
売
券(

)
14

(端
裏
書
)

﹁
八
条
庄
内
田
文
書
年
貢
三
斗
五六〻

升

町
田
ウ
リ
ケ
ン
﹂

沽
却
進
︑
私
領
田
地
新
放
文

(
券
脱
)

之
事
︑

合
壱
段
者
︑
在
江
州
坂
田
北
郡
福
能
部
庄
内
八
条
庄￮

字

大
町
之
東

縄
本
於
弐
反
︑
次
壱
反
也
︑
公
方
壱
石
一
斗
四
升
也
︑

右
︑
件
田
地
者
︑
町
田
殿
い
も
と
い
ち
あ
け
女
先
祖
之
私
領
也
︑
雖
レ

然
︑

依
レ

有
二

直
要
用
一

︑
能
米
弐
石
石
田
斗
定

限
二

永
代
一

︑
観
音
寺
聖
尊
却

〻

沽
却
所

実
正
也
︑
然
間
︑
可
レ

副
二

申
本
証
文
一

之
処
ニ

︑
依
レ

有
二

類
地
一

︑
以
二

新
券

文
一

︑
所
二

沽
却
進
一

実
正
也
︑
然
上
者
︑￮

於

二

子
々
孫
々
一

違
乱
煩
不
レ

可

レ

有
者
也
︑
仍
後
日
為
二

沙
汰
一

︑
沽
却
之
状
如
レ

件
︑

地
域
社
会
に
お
け
る
兄
妹
扶
持
の
様
相

︱
︱

永
和
三
年
二
月
二
十
九
日

円
印
寄
進
状
の
分
析
を
通
し
て
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応
永
三
十
年
癸卯

十
月
廿
三
日

町
田
殿
︵
花
押
︶

売
主
町
田
之

い
ち
あ
け
女
︵
略
押
︶

【史
料
三
︼
で
は
︑
傍
線
部
の
よ
う
に
﹁
売
主
町
田
之
﹂
の
す
ぐ
下
に
﹁
い
ち

あ
け
女
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
本
文
書
の
土
地
売
却
者
は
﹁
い
ち
あ
け

女
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(

)

︒
ま
た
︑
町
田
殿
の
﹁
い
も
と
(＝
妹
︶
﹂
で
あ
る

15

﹁
い
ち
あ
け
女
﹂
先
祖
相
伝
の
私
領
と
し
て
︑
坂
田
郡
福
能
部
庄
︵
現
七
条
町
・
八

条
町
・
今
川
町
付
近
︶
と
み
え
る
︒
こ
の
地
域
の
土
地
を
観
音
寺
僧
の
聖
尊
に
処

分
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
に
土
地
取
得
者
が
寺
院
の
僧
で
あ
る
点
は
︻
史
料
一
︼

と
共
通
し
て
い
る
︒
町
田
殿
兄
妹
の
親
族
が
大
原
庄
周
辺
地
域
の
福
能
部
庄
に
所

有
し
て
い
た
土
地
を
譲
与
し
︑
そ
れ
を
聖
尊
に
売
却
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

さ
て
︑
こ
の
︻
史
料
三
︼
を
見
る
と
︑﹁
町
田
殿
い
も
と
い
ち
あ
け
女
﹂
と
い

う
記
載
の
ご
と
く
︑
売
主
の
﹁
い
ち
あ
け
女
﹂
が
町
田
殿
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
わ

ざ
わ
ざ
明
記
し
て
い
る
こ
と
︑
売
主
本
人
で
あ
る
﹁
い
ち
あ
け
女
﹂
と
と
も
に
︑

兄
で
あ
る
町
田
殿
が
連
署
で
売
券
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
形
式
で
売
券
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
土
地
処
分
者
の
兄
で
あ
る
町
田
殿
の
名
が
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
︑

応
永
二
十
六
年
︵
一
四
一
九
︶﹁
本
堂
造
作
日
記(

)

﹂
が
あ
る
︒
こ
れ
は
観
音
寺
本
堂

16

の
造
作
の
始
め
︵
釿
立
や
柱
立
な
ど
︶
か
ら
詳
細
を
記
し
た
日
記
で
︑
本
日
記
中

の﹁
本
堂
柱
立
時
奉
加
帳
﹂部
分
に
は
二
四
八
件
の
名
と
額
が
︑﹁
布
勧
進
﹂部
分
に

は
二
十
二
件
の
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
本
堂
の
造
作
が
多
く
の
人
々
の
奉
加
・

勧
進
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
史
料
で
あ
る(

)

︒
こ
の
奉
加
帳
部
分

17

に
は
﹁
三
百
文

石
田
ノ
町
田
殿
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
町

田
殿
は
大
原
庄
以
外
の
周
辺
村
落
で
あ
る
石
田
村
︵
現
長
浜
市
石
田
町
︶
の
人
物

と
み
ら
れ
る
︒
町
田
殿
は
︑
石
田
村
外
の
寺
院
に
寄
進
す
る
財
力
を
持
ち
︑
大
原

庄
周
辺
の
他
地
域
か
ら
観
音
寺
の
奉
加
に
参
加
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒

さ
ら
に
︑
応
永
二
十
年
︵
一
四
一
三
︶
の
史
料
に
も
︑
町
田
殿
の
名
が
見
え
る
︒

︻
史
料
四
︼
一
乗
坊
聖
米
注
文
案(

)
18

(端
裏
書
)

(案
)

﹁
一
乗
坊
寄
進
ア
ト
書
ノ
安
文
也
︑﹂

一
乗
坊
聖
米
之
日
記

一
反

七
条
庄
池
田
内
□本
□

壱
石

一
反

文
書
同

同
加
地
子

七
斗
作
人
町
田
殿

(状
ニ
重
ネ
書
ス
)

半

円
玄
親
譲
﹁
也
︑﹂

同

加
地
子
五
斗

一
反

文
書
ハ

町
田
殿
田
ノ
コ
ト
シ
︑
同

加
地
子
七
斗
作
人
七
条
ノ

王
左
近

一
反
大

〻

同

加
地
子
五
斗
作
人

一
反

同

加
地
子
五
斗
作
人
今
川
ノ

藤
次
郎

一
反
大

同

加
地
子
壱
石
作
人
今
川
ノ

二
反

同

加
地
子
壱
石
二
斗
作
人
西
ノ

辻
次
郎
四

(二
ニ
重
ネ
書
ス
)

﹁
壱
﹂
反
四
里
卅
一
坪
也
︑
七
条
庄

同
加
地
子
六
斗

応
永
廿
年
十
月
廿
日

【史
料
四
︼
に
は
﹁
一
反

同
文
書

同
加
地
子

七
斗
作
人
町
田
殿
﹂
と
の

記
載
が
あ
り(

)

︑
町
田
殿
が
一
乗
坊
の
聖
米
と
し
て
土
地
一
反
の
加
地
子
七
斗
を
寄

19

進
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
湯
浅
治
久
氏
は
︑
観
音
寺
が
最
大
二
十
三
も
の

﹃
坊
﹄
を
構
成
員
と
す
る
寺
家
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
︑
一
乗
坊
は
そ
の
ひ
と

つ
で
あ
る(

)

︒
す
な
わ
ち
︑
町
田
殿
が
大
原
庄
外
か
ら
観
音
寺
の
坊
に
対
し
て
も
加

20

地
子
を
納
入
し
︑
坊
の
運
営
財
源
を
捻
出
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

こ
れ
ら
﹁
本
堂
造
作
日
記
﹂
や
︻
史
料
四
︼
の
記
録
か
ら
︑
町
田
殿
は
大
原
庄

周
辺
地
域
の
人
物
で
︑
観
音
寺
へ
の
寄
進
だ
け
で
な
く
︑
坊
へ
の
寄
進
を
行
い
︑

寺
家
全
体
の
運
営
費
用
の
捻
出
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
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で
は
改
め
て
︑︻
史
料
三
︼
で
︑
妹
が
兄
町
田
殿
と
の
血
縁
関
係
を
売
券
で
明

記
し
︑
兄
と
連
署
で
土
地
を
観
音
寺
僧
へ
売
却
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ

を
考
察
す
る
上
で
︑
町
田
殿
が
観
音
寺
造
作
時
か
ら
奉
加
に
参
加
し
︑
観
音
寺
所

属
の
坊
へ
も
加
地
子
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
︒︻
史
料
三
︼

で
︑
妹
が
兄
と
の
血
縁
関
係
を
示
し
た
の
は
︑
兄
町
田
殿
が
観
音
寺
の
寺
家
全
体

の
運
営
に
関
わ
る
人
物
の
一
人
で
あ
り
︑
妹
が
観
音
寺
へ
土
地
を
売
却
す
る
由
縁

や
寺
院
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
そ
し
て
︑
売
却
者
の
妹
が
兄
町
田
殿
と
連
署
し
て
い
る
の
は
︑
兄
が
妹
に
よ

る
土
地
売
却
の
保
証
人
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
町
田
殿
が
観
音

寺
全
体
の
経
済
的
支
援
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
な
観
音
寺
周
辺
地
域
の
兄
妹
関
係
を
念
頭
に
置
き
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂

を
基
に
︑
永
源
寺
周
辺
地
域
の
兄
妹
関
係
を
今
一
度
考
察
し
よ
う
︒﹁
円
印
寄
進

状
﹂
と
︻
史
料
三
︼
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
土
地
取
得
者
が
寺
院
の
僧
で
あ
る

点
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
で
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
史
料
か
ら
︑

妹
は
兄
か
ら
﹁
扶
持
﹂
さ
れ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
先
述

し
た
通
り
︑︻
史
料
三
︼
で
︑
妹
が
兄
と
の
血
縁
関
係
を
売
券
内
で
強
調
し
︑
兄

が
妹
の
土
地
処
分
の
保
証
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
︑
兄
が
寺
家

の
経
済
的
支
援
者
だ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
︒
こ
う
し
た
兄
と
妹
の
関
係
性
を

踏
ま
え
る
と
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
は
︑
兄
円
印
が
寺
家
と
の
関
係
性
︵
永
源
寺
開
祖

寂
室
元
光
の
弟
子
︶
に
基
づ
き
︑
兄
が
妹
を
扶
持
す
る
正
当
性
を
考
槃
庵
側
に
示

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑︻
史
料
三
︼
の
場
合
は
︑
妹
が
自
身
で
売

却
で
き
る
土
地
を
所
有
し
て
い
た
一
方
で
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
の
場
合
は
︑
妹
が

そ
の
よ
う
な
土
地
を
持
た
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
た
め
︑
兄
か
ら
扶
持
を
加
え
ら

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
本
寄
進
状
に
お
け
る
土
地
権
利
の
移
動

に
着
目
す
る
と
︑
円
印
が
所
有
地
を
塔
頭
へ
寄
進
す
る
際
︑
所
有
権
︵
最
終
的
に

土
地
を
処
分
で
き
る
名
義
上
の
権
利
︶
か
ら
管
領
権
︵
土
地
を
現
地
経
営
・
用
益
す
る

権
利(

)

︶
を
切
り
分
け
︑
所
有
権
は
塔
頭
へ
寄
進
し
︑
管
領
権
の
み
を
妹
へ
譲
渡
し

21

て
い
る
︒
そ
の
管
領
権
は
妹
の
死
後
に
塔
頭
に
移
転
す
る
こ
と
で
︑
所
有
権
と
管

領
権
が
塔
頭
の
も
と
に
一
元
化
す
る
と
い
う
構
図
を
取
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
円
印
寄

進
状
﹂
は
︑
妹
の
存
命
中
に
︑
兄
と
し
て
扶
持
を
加
え
る
た
め
︑
敢
え
て
﹁
一
期

条
件
付
き
土
地
管
理
権
の
譲
渡
﹂
を
記
し
た
寄
進
状
を
作
成
し
た
と
み
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
の
地
域
社
会
で
は
︑
兄
個
人
の
裁
量
や
︑
宗
教
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
依
拠
し
た
柔
軟
な
扶
持
が
行
わ
れ
︑
円
印
は
考
槃
庵
の
寺
領
拡
大
に
貢

献
せ
ん
と
す
る
中
で
も
︑
兄
と
し
て
妹
を
扶
持
す
る
役
目
を
果
た
そ
う
と
︑
妹
一

期
の
間
は
妹
自
身
に
土
地
を
管
領
さ
せ
る
意
思
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

｢円
印
寄
進
状
﹂
は
︑
南
北
朝
期
に
お
け
る
寺
領
寄
進
の
一
例
で
あ
る
と
同
時

に
︑
兄
妹
間
に
お
け
る
扶
持
と
土
地
管
領
の
関
係
を
具
体
的
に
示
す
点
で
注
目
さ

れ
る
︒
従
来
︑
一
期
分
知
行
は
武
家
社
会
の
女
子
相
続
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
き

た
︒
し
か
し
︑
本
文
書
で
は
兄
で
あ
る
円
印
が
妹
守
友
大
姉
の
一
期
の
間
︑
寄
進

地
を
妹
に
管
領
さ
せ
︑
そ
れ
が
扶
持
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
一
期
分

知
行
の
論
理
が
血
縁
者
間
の
扶
養
実
践
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
︒
女
性
が
妹
と
し
て
文
書
に
登
場
す
る
例
は
少
な
い
が
︑
︻
史
料
三
︼
の
よ
う

に
兄
妹
関
係
が
土
地
処
分
に
お
い
て
明
示
的
に
記
述
さ
れ
る
事
例
も
確
認
で
き
︑

兄
に
よ
る
妹
の
扶
持
や
保
証
︑
寺
院
と
の
関
係
が
中
世
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
様
子
が
窺
え
る
︒
円
印
は
︑
寂
室
元
光
の
弟
子
と
し
て
永
源
寺
の
寺
領
拡
大

に
寄
与
す
る
一
方
︑
兄
と
し
て
妹
の
扶
持
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
志
を
明
確
に
記

し
︑
妹
に
対
す
る
扶
持
義
務
の
履
行
を
︑
妹
の
管
領
期
間
の
明
記
と
い
う
形
で
制

度
的
に
担
保
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
点
で
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
は
︑
単
な
る
財
産

処
分
文
書
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
血
縁
者
間
の
扶
養
と
宗
教
施
設
の
経
営
が
交
差
す
る

地
域
社
会
に
お
け
る
兄
妹
扶
持
の
様
相

︱
︱

永
和
三
年
二
月
二
十
九
日

円
印
寄
進
状
の
分
析
を
通
し
て

九
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中
世
社
会
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
︒

注(

)
｢き
ょ
う
だ
い
﹂
関
係
に
つ
い
て
︑
近
年
﹃
日
本
歴
史
﹄
編
集
委
員
会
編
﹃
き
ょ
う
だ
い

1

の
日
本
史
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
四
年
︶
が
刊
行
さ
れ
た
が
︑
こ
こ
に
所
収
の
中
世

の
研
究
は
︑
九
条
家
の
﹁
兄
弟
﹂
関
係
や
北
条
政
子
の
﹁
姉
弟
﹂
関
係
に
つ
い
て
扱
わ

れ
︑﹁
兄
妹
﹂
関
係
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
は
な
い
︒

(

)
『永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
﹄﹁
永
源
寺
文
書
古
文
書
編
釈
文
﹂
二
八
号

2

︵
四
〇
二
頁
︶
に
掲
載
︒

(

)
永
源
寺
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄︵
永
源
寺
町
︑
二
〇
〇
二

3

年
︑
以
下
︑﹃
町
史
﹄
と
略
記
︶
第
四
章

瑞
石
歴
代
雑
記
︑
五
三
号
︑
五
七
〇
頁
︒

(

)
『町
史
﹄
古
文
書
編
︑
三
四
三
頁
︒

4(

)
『町
史
﹄
三
三
九
頁
︒

5(

)
中
世
の
庶
子
や
女
性
相
続
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
石
井
良
助
﹃
日
本
婚

6

姻
法
史
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
七
七
年
︶︑
岡
田
章
雄
﹁
中
世
武
家
社
会
に
於
け
る
女
性
の

経
済
的
地
位
﹂︵﹃
歴
史
地
理
﹄
六
〇
巻
三
・
四
号
︑
一
九
三
二
年
︶︑
後
藤
み
ち
子
﹁
南

北
朝
・
室
町
期
の
女
性
の
所
領
相
続
︱
︱
単
独
相
続
と
の
関
係
﹂︵﹃
中
世
公
家
の
家
と

女
性
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
︑
論
文
初
出
一
九
八
九
年
︶︑
五
味
文
彦
﹁
女
性
所

領
と
家
﹂︵﹃
講
座
日
本
女
性
史
﹄
二
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
︶︑
菅
原
正
子

﹁
中
世
後
期
に
お
け
る
相
続
と
家
族
法
﹂︵﹃
中
世
の
家
族
と
政
治
・
法
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
二
五
年
︑
論
文
初
出
二
〇
〇
六
年
︶︑
中
川
理
恵
﹁
中
世
後
期
に
お
け
る
女
子
一
期

分
の
転
回
︱
︱
沼
田
小
早
川
家
と
竹
原
小
早
川
家
の
比
較
か
ら
﹂︵﹃
女
性
史
学
﹄
七
号
︑

一
九
九
七
年
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

(

)
永
源
寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
五
五
︒

7(

)
永
源
寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
五
六
︒

8(

)
『町
史
﹄
三
四
四
頁
︒

9(

)
立
木
で
四
至
を
区
切
っ
た
一
区
画
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︒

10(

)
『町
史
﹄
古
文
書
編
︑
三
四
三
頁
︒

11(

)
『町
史
﹄
古
文
書
編
︑
三
四
三
頁
で
は
︑︻
史
料
一
︼︻
史
料
二
︼
の
関
係
に
つ
い
て
︑
一

12

筆
目
か
ら
三
筆
目
ま
で
は
同
じ
場
所
が
記
載
さ
れ
︑
四
筆
目
の
場
所
と
得
分
合
計
が
異

な
る
他
に
異
同
が
な
い
こ
と
︑
禅
英
の
花
押
も
他
の
文
書
に
見
ら
れ
る
も
の
と
趣
が
異

な
る
こ
と
︑﹁
円
印
寄
進
状
﹂
と
︻
史
料
一
︼
は
同
筆
で
︑︻
史
料
二
︼
と
は
筆
跡
が
異

な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
三
通
の
関
係
性
は
不
明
と
し
な
が
ら
︑
﹁
ど
ち

ら
か
の
寄
進
状
を
差
し
出
し
た
後
に
︑
四
筆
目
の
地
の
寄
進
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
た
め
︑

新
た
な
土
地
を
寄
進
し
直
す
た
め
に
︑
二
通
目
を
作
成
し
た
﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒

(

)
こ
こ
で
の
塔
頭
が
何
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
り
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

13(

)
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
︑
一
四
六
号
︵
福
田
榮
次
郎
・
神
崎
彰
利
校
訂
﹃
史
料
纂
集
古

14

文
書
編
﹄
一
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
以
下
﹃
史
料
纂
集
﹄
︑
こ
れ
以

降
︑
本
文
書
の
史
料
を
記
載
す
る
場
合
﹁
大
原
観
音
寺
文
書
︑
文
書
番
号
﹂
と
表
記
︶︒

﹃
史
料
纂
集
﹄
で
は
︑
承
安
四
年
︵
一
一
七
四
︶
か
ら
康
正
二
年
︵
一
四
五
六
︶
ま
で
の

二
〇
三
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
は
山
東
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
山
東
町
史
史
料
編
﹄︵
山
東

15

町
︑
一
九
八
六
年
︑
以
下
﹃
山
東
町
史
﹄︶
で
も
翻
刻
さ
れ
︑
﹃
史
料
纂
集
﹄
に
収
録
さ

れ
て
い
な
い
多
数
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
文
書
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
山
東
町

史
﹄
は
一
五
七
号
と
し
て
︻
史
料
三
︼
の
翻
刻
を
載
せ
て
お
り
︑
こ
ち
ら
で
も
﹁
売
主

町
田
之
﹂
の
す
ぐ
下
に
﹁
い
ち
あ
け
女
﹂
と
し
て
い
る
︒

(

)
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
︑
一
四
四
号
︒

16(

)
詳
細
は
︑
宮
島
敬
一
﹁
戦
国
期
地
方
寺
社
の
機
能
と
役
割
︱
︱
近
江
国
の
寺
社
と
地
方

17

社
会
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
﹄
二
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︶
を
参
照
︒

(

)
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
︑
一
三
九
号
︒

18(

)
『山
東
町
史
﹄
は
一
五
三
号
と
し
て
︻
史
料
四
︼
の
翻
刻
を
載
せ
て
お
り
︑
﹁
町
田
殿
﹂

19

下
部
の
﹁

﹂
部
分
に
﹁
石
田
﹂
を
あ
て
て
い
る
︒

(

)
湯
浅
治
久
﹁
日
本
中
世
の
在
地
社
会
に
お
け
る
寄
進
行
為
と
諸
階
層
︱
︱
近
江
大
原
観

20

音
寺
を
め
ぐ
る
一
三
世
紀
～
一
六
世
紀
﹂︵
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
三
七
号
︑
二
〇
〇
〇

年
︶︒
な
お
︑
宮
島
敬
一
氏
は
﹁
本
堂
造
作
日
記
﹂
を
取
り
上
げ
︑
町
田
殿
の
身
分
に
つ

い
て
︑
具
体
的
な
根
拠
は
示
し
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
国
人
︵
殿
原
︶
と
し
て
い
る
︒

︵
宮
島
敬
一
前
掲
註

論
文
︶
︒
ま
た
︑﹁
町
田
殿
﹂
が
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
︑
文
明

17

十
一
年
︵
一
四
七
九
︶
聖
尊
寄
進
状
︵
大
原
観
音
寺
文
書
︑
四
四
五
号
︶
が
確
認
で
き

る
が
︑﹁
本
堂
造
作
日
記
﹂
や
︻
史
料
四
︼
と
六
〇
年
程
度
時
期
的
な
開
き
が
あ
り
︑
直

接
の
関
連
性
は
不
明
で
あ
る
︒
本
史
料
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
す
る
︒

(

)
所
有
権
に
つ
い
て
の
検
討
は
︑
石
井
良
助
﹁
江
戸
時
代
土
地
法
の
体
系
﹂
︵﹃
日
本
学
士

21

院
紀
要
﹄
三
八
巻
三
号
︑
一
九
八
三
年
︶
が
詳
し
い
︒

︵
本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
課
程
︶

一
〇
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